
地元割当 令和８年５月 都営住宅〔練馬区地元割当〕
使用申込書

抽
せ
ん
番
号

練馬区長 あて
　私は、東京都営住宅条例に基づき都営住宅の使用を申込みます。なお、この申込書の記載内容が事実と相違するとき、または
申込者（現に同居し、または同居しようとする者を含む。）が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」 （平成３年法律
第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であるときは、使用予定者の決定を取り消されても異議な
いことを誓約いたします。また、許可の上は、申込者（同居する者を含む。）が暴力団員であることが判明したときは、速やかに住宅
を明け渡すことを誓約いたします。暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会がなされることに同意します。

記入例をお読みのうえ、太線枠内のみ記入してください。

申

込

者

希 望
住 宅

氏   名
（外国人通称名）

生年月日

住  所

区内居住
年 数 電　話

フリガナ

入居者数１〜２人

希望する住宅の入居者数を確認の上、
　申込番号１・２→ 申込者と同居親族合わせて２人まで の都営住宅に入居する方をご記入ください。

都営住宅に入居する方の氏名 年齢

満 歳

続柄

本 人1

2

申込者

郵 便 は が き ② 郵 便 は が き ①

切 り 離 さ な い で く だ さ い

切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い

切り離さないでください

練馬区 練馬区

様 様

住

所

住

所

氏

名

氏

名

85
円
切
手
を

必
ず
は
っ
て

く
だ
さ
い

85
円
切
手
を

必
ず
は
っ
て

く
だ
さ
い

令和8年5月  都営住宅〔練馬区地元割当〕 令和8年5月  都営住宅〔練馬区地元割当〕
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1

練馬区建築・開発担当部住宅課 練馬区建築・開発担当部住宅課

※１～2のいずれかに○ ※１～2のいずれかに○申
込
番
号

申
込
番
号

1 ・ 2 1 ・ 2
抽
せ
ん
番
号

抽
せ
ん
番
号

抽せん結果のお知らせ 抽せん番号のお知らせ

希望住宅の申込番号 1 〜 2 の１つに○をつけてください。

大 ・ 昭 ・ 平

年　　月　　日（満　　　歳） 年
（ ）

（ ）

（〒　　　-　　　） 練馬区
中村北四丁目 豊玉北二丁目第２1 2



抽せん番号のお知らせ 抽せん結果のお知らせ

< 申込み上のご注意 >

 必ず記入例（８ページ）をご確認のうえ、ご記入ください。 

 同時に募集している都公募専用の封筒で申込みをしないでください。 

 申込み後に、申込内容を変更することはできません。 

 申込書（はがき部分２カ所）の切手の貼り忘れがないよう、再度ご確認ください。 

 つぎの例のように、記入漏れなどがある場合は、無効となります。

○ 申込番号が記入されていないか、複数の記入がある場合。

○ 申込者の氏名、住所、生年月日、区内居住年数（※）が記入されていないか、

条件を満たしていない場合。 

○ この募集について、２重に申込んでいる場合。

○ 申込書の到着が期日を過ぎていた場合。

○ 切手の貼り忘れや、金額不足の場合。

※区内居住年数は、練馬区内に継続して居住している年数をご記入ください。

令和8年５月 都営住宅〔練馬区地元割当〕募集 令和8年5月 都営住宅〔練馬区地元割当〕募集

　あなたの抽せん番号は、おもてに記したとおり 
です。この番号で抽せんを行います。 このたび申込まれた募集の抽せんの結果は、

【抽せん会（公開）】
※抽せん会への参加は必須ではありません。
日　時：令和 8 年 6 月19 日（金）午前 10 時から 
場　所：区役所本庁舎 19 階 1901 会議室
【抽せん結果】
※電話による抽せん結果のお問い合わせにはお答えで

きません。 となりました。

切 り 離 さ な い で く だ さ い

切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い

切り離さないでください

掲示

令和8年6月19日（金）抽せん会終了後、区役所
本庁舎13階エレベーターホールに掲示します。
令和8年6月22日（月）区民事務所（練馬区民
事務所を除く）に掲示します。

ホーム
ページ

令和8年6月19日（金）午後5時頃 練馬区ホー
ムページに掲載します。
https://www.city.nerima.tokyo.jp/index.html

「くらし・手続き→住まい・交通・道路→住宅
福祉・公的住宅」からご覧ください。

郵便による
通知 令和8年6月24日（水）頃発送する予定です。


